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情報発信体制の構築（イメージ）  
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独立行政法   に対する回の関与の在り方   
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※中期目標の策定及び中期目標期間の終了時の法人の組鰍業務の見直しにあたっては独法評価委員会の意見を聴かなければならない。  
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青 木 初 夫   日本製薬工業協会会長  

金 澤  丁 郎   日本学術会議会長  

唐 澤 群 人  社団法人日本医師会会長  

○高 久 史 暦   日本医学会会長  

辻 本 好 子 NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長  

本 田 麻由美  読売新聞編集局社会保障部記者  

夫 崎 義 雄 独立行政法人国立病院機構理事長  
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